
平成１２年は，各地で火山噴火，地震等による自然災害が頻発した。警察では，これらの災

害の発生に際して，直ちに体制を確立して，被害情報の収集，被災者の避難誘導や救出救助，

交通規制に当たるとともに，被災地の警戒パトロールによる被害の未然防止に努めた。

１ 各地で頻発した自然災害と警察活動

（１） 平成１２年（２０００年）有珠山噴火と警察活動

有珠山は，平成１２年３月３１日，昭和５３年１０月以来２１年５か月ぶりに西山西山麓から噴火

し，４月１日には金比羅山でも噴火を始めた。この噴火に伴い，北海道伊達市，虻田町，壮

瞥町の１市２町において，避難勧告及び避難指示が出され，３月３１日には，約６，９００世帯約

１万５，８００人の住民が避難所等へ避難し，人的被害の発生はなかった。

北海道警察では，この噴火活動に伴い，災害警備本部を設置し，避難誘導，避難拒否者の

説得活動，交通規制・立入規制及び避難所対策等所要の災害警備活動を実施した。

また，警察庁においても，非常災害警備本部を設置し，関連情報の収集，関係機関等との

連絡調整を行うとともに，各都県警察において広域緊急援助隊，女性警察官等を特別派遣す

るための調整を行うなど必要な措置を講じた。

（２） 平成１２年（２０００年）三宅島噴火及び新島・神津島近海地震と警察活動

三宅島は，平成１２年６月２６日から火山性地震が増加し始めたことに伴い，緊急火山情報が

出され，約１，３００世帯約２，６００人の住民に避難勧告が行われた。２７日には三宅島の西海域で海
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底噴火が発生したが，その後，沈静化の傾向が見られたことから，避難勧告は解除された。

しかしながら，７月８日には雄山が噴火し，再度避難勧告が出され，９月２日には，防災関

係者を除く全島民の島外避難が決定され，同日から４日までの間に全島民が島外に避難し

た。その後も雄山からの火山ガスの大量放出や泥流の危険性等が指摘され，防災関係者も島

外に避難し，三宅島は無人化した。これまでの噴火に伴う人的被害の発生はない。

６月２６日から始まった三宅島近海から新島・神津島近海の地震活動は，新島・神津島等に

おいて，震度６弱を６回，震度５強を７回，震度５弱を１８回観測するなどしており，７月１

日に発生した地震に伴う崖崩れにより１人が死亡した。

警視庁では，災害警備本部を設置し，指揮体制及び警備体制の強化を図ったほか，現地に

機動隊等を派遣し，避難所における警戒及び突発事案への対応，誘導警戒，避難指示地域の

外周での立入規制活動等所要の災害警備活動を実施した。なお，避難住民訪問連絡活動やビ

デオレター放映会等の島外避難者対策等については，島民の島外への避難後も継続してい

る。

また，警察庁においても，非常災害警備本部を設置し，関連情報の収集，関係機関等との

連絡調整，広域緊急援助隊の待機指示を行うなど必要な措置を講じた。

（３） 平成１２年（２０００年）鳥取県西部地震と警察活動

平成１２年１０月６日１３時３０分，鳥取県西部で発生したマグニチュード７．３の地震では，鳥取

県境港市，日野町で震度６強，鳥取県西伯町，溝口町等で震度６弱を観測したほか，中国・

近畿・四国地方を中心に震度１～５強を観測した。この地震に伴う被害は，負傷者１４７人，

住家全壊３９６棟，半壊２，８６３棟，一部損壊１万５，８２７棟，道路損壊５９９か所，山崖崩れ３７３か所

等であった。

震源地を管轄する鳥取県警察等では，地震発生後，直ちに災害警備本部等を設置し，管内

の被害情報の収集，避難誘導，交通規制等所要の災害警備活動を実施した。

また，警察庁においても，災害警備本部を設置するとともに，関係管区警察局，関係都府

県警察及び関係機関等との連絡体制を確立し，現場に広域緊急援助隊，ヘリコプター等を派

遣するなどした。

（４） その他の自然災害

台風第１４号と秋雨前線の影響により平成１２年９月１１日から１２日にかけて東海地方で降った
はん

大雨のため，愛知県，岐阜県等各地で河川の氾濫や土砂崩れ等が発生した。

台風は，１２年中に２３個発生したが，我が国への上陸はなかった。

これら台風，大雨，強風等の風水害による１２年中の被害は，死者・行方不明者１４人，負傷

者１７７人，住家全・半壊２５４棟，流出３棟，床上・床下浸水８万４７３棟，道路損壊２，２４０か所，

山崖崩れ１，２７７か所等であった。
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また，降積雪等による１２年中の被害は，死者・行方不明者６３人，負傷者３６２人，住家全・

半壊５棟等であった。

警察では，平素から災害危険箇所の点検，パトロール等の活動を行うとともに，これらの

災害の発生に際して，災害警備本部等を設置して所要の体制を確立し，関係機関との情報交

換に努めるとともに，現場に広域緊急援助隊を始めとする警察部隊，ヘリコプター等を派遣

して情報の収集，救出救助・行方不明者の捜索，住民の避難誘導及び交通規制等所要の災害

警備活動を実施した。

２ 各種事故と警察活動

（１） 水難

ア 水難の発生状況

平成１２年中の水難の発生件数は１，８１３件（前年比１３１件（７．２％）減），死者・行方不明者数

は１，０３４人（１４５人（１２．３％）減）で，年々減少傾向にある（表７－１）。また，水難による

死者・行方不明者数を年齢層別にみると，表７－２のとおりである。

表７－１ 水難発生状況（昭和５０～１２年）

年次
区分 昭５０ ５５ ６０ 平２ ７ ８ ９ １０ １１ １２

発 生 件 数（件）４，６５４ ３，７７５ ３，１８２ ２，４６３ １，８９４ １，９５０ ２，０１７ １，９４７ １，９４４ １，８１３

死者・行方不明者数（人）３，１６０ ２，４２６ ２，００４ １，４７９ １，２１４ １，２１３ １，２４３ １，１８８ １，１７９ １，０３４

被 救 助 者 数 １，５９２ １，９３６ １，６０７ １，３４７ ９００ １，０３９ １，０４８ １，０４９ １，１０６ １，１５７

出 動 警 察 官 数 ２８，０００２８，１００２５，１００２１，６００１８，９００１８，５００１９，６００１８，３００１９，８００１５，７００

大雨災害における災害警備活動状況（９月，愛知）
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総　数�
1,034人�

海�
530人�

（51.3％）�
河川�
282�

（27.3）�

湖沼池�
74�

（7.2）�

プール  15（1.5）� その他  20（1.9）

用水堀�
113（10.9）� 総　数�

1,034人�

魚とり・釣り中�
　　　272人�
　　（26.3％）�

その他�
217�

（21.0）�

水泳中�
191�

（18.5）�通行中�
147�

（14.2）�

水難救助�
活動中�
15（1.5）�

ボート遊び中  20（1.9）�

水遊び中�
84（8.1）�

　作業中 63
  （6.1）�

陸上における遊戯・スポーツ中  25（2.4）�

死者・行方不明者を発生場所別にみると，図７－１のとおりで，海における発生が最も多

く，全体の５１．３％を占めている。行為別にみると，図７－２のとおりで，魚とり・釣り中，

水泳中，通行中の順に多かった。

イ 水難の防止活動

警察では，水難の発生しやすい危険な場所について遊泳者等に広報し注意喚起するととも

に，その場所の管理者等に対し施設の整備等を働き掛けている。特に人出の多い海水浴場で

は，臨時詰所の設置，海浜パトロール等を行うほか，船舶やヘリコプターによる監視等を通

じて，海水浴客に対する広報，遭難者の早期発見，救出，救護に努めるとともに，関係機関

・団体と協力して，救急法講習会や各種の救助訓練を実施している。

また，兵庫，滋賀，沖縄，和歌山等の８県においては，遊泳者の保護等を目的とした，い

わゆる水上安全条例が制定されている。

表７－２ 水難による死者・行方不明者の年齢層別状況（平成１１，１２年）

年次

年齢層別

１１ １２
増減数
（人）

増減率
（％）構成比

（％）
構成比
（％）

総 数（人） １，１７９ １００．０ １，０３４ １００．０ △ １４５ △ １２．３

幼 児 ４６ ３．９ ５１ ４．９ ５ １０．９

小 学 生 ４６ ３．９ ４８ ４．６ ２ ４．３

中 学 生 ２７ ２．３ １６ １．５ △ １１ △ ４０．７

高 校 生 等 ５１ ４．３ ４７ ４．５ △ ４ △ ７．８

１８歳以上６５歳未満 ７１９ ６１．０ ５８０ ５６．１ △ １３９ △ １９．３

６５ 歳 以 上 ２９０ ２４．６ ２９２ ２８．２ ２ ０．７

図７－１ 水難による死者・行方
不明者の発生場所別構
成比（平成１２年）

図７－２ 水難による死者・行方
不明者の行為別構成比
（平成１２年）
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（２） 山岳遭難

ア 山岳遭難の発生状況

平成１２年中の山岳遭難の発生件数は１，２１５件（前年比２０件（１．７％）増），遭難者数は１，４９４

人（５０人（３．５％）増）であった。最近５年間の山岳遭難の発生状況は，表７－３のとおり

である。

遭難の特徴としては，①遭難者に占める中高年登山者の比率が依然として高いこと，②体

力及び技術の不足のほか，気象判断の誤りや装備の不備，登山計画書の未提出等の登山の基

本的な知識を欠いたことによる遭難が多いこと，③遭難が発生した際に自救能力のないパー

ティーが増えていること，④ツアー登山では，ガイドの人員不足，経験不足によりガイドが

同行していながら遭難するケースが増えていることなどが挙げられる。

イ 遭難者の捜索，救助活動

警察では，遭難者の迅速な捜索，救助活動を行うため，山岳警備隊を編成し，平素から各

種訓練を行うとともに，救助用装備資機材の整備拡充を行うなど，救助体制の強化に努めて

いる。

１２年中に遭難者の救助活動に出動した警察官は延べ約１万１，７００人，ヘリコプター出動回

数は延べ５０２回で，民間救助隊員等の協力によるものを含め，遭難者１，２５３人を救助したほ

か，２１５遺体を収容した。

ウ 山岳遭難の防止活動

警察では，山岳遭難を防止するため，遭難の発生場所，原因等を分析し，関係機関等との

遭難対策検討会を開催するとともに，各種広報媒体を活用して登山の安全に関する国民の意

識の向上に努めている。

主要山岳（系）を管轄する都道府県警察においては，関係機関等と連携して，ツアー登山

関係企業等にツアー登山事故防止の申入れ等を行うとともに，登山道等の実地踏査，道標及

び危険箇所の点検等のほか，登山者への山岳情報の提供を行っている。また，登山口等に臨

表７－３ 山岳遭難の発生状況（平成８～１２年）

年次
区分 ８ ９ １０ １１ １２

発 生 件 数 （ 件 ） ８９６ ８１５ １，０７７ １，１９５ １，２１５

遭
難
者
数

（人）

計 １，１３３ ９６１ １，３４１ １，４４４ １，４９４

死者・行方不明者 １９７ １９７ ２５１ ２７１ ２４１

負 傷 者 ４６７ ４１９ ４３９ ５５５ ６３５

無 事 救 出 者 等 ４６９ ３４５ ６５１ ６１８ ６１８

出 動 警 察 官 数 ９，７００ ８，３００ １１，６００ １２，０００ １１，７００
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時詰所を開設し，登山計画書の提出の奨励，装備の点検等を行っているほか，山岳パトロー

ル等の活動を通じて登山の安全に関する指導を行っている。

（３） レジャースポーツに伴う事故

近年，水上オートバイ，サーフィン，モーターボート等のレジャースポーツに伴う事故が

多発している。平成１２年中のレジャースポーツに伴う事故の発生件数は５２３件（前年比１２６件

（３１．７％）増）であった。（表７－４）

こうした事故の原因の主なものは，技術不足，不注意等であり，無謀操縦等を原因とする

表７－４ レジャースポーツに伴う事故の発生状況（平成１２年）

種目

区分

総

数

水 上 （水 中） 空 中 陸 上

水

上

オ

ー

ト

バ

イ

ボ
ー
ド
セ
ー
リ
ン
グ

モ

ー

タ

ー

ボ

ー

ト

ス
ク
ー
バ
ダ
イ
ビ
ン
グ

ヨ

ッ

ト

手
（
足
）
漕
ぎ
ボ
ー
ト

カ

ヌ

ー

シ
ュ
ノ
ー
ケ
リ
ン
グ

サ

ー

フ

ィ

ン

ク

ル

ー

ザ

ー

水

上

ス

キ

ー

い

か

だ

そ

の

他

パ

ラ

グ

ラ

イ

ダ

ー

ハ

ン

グ

ラ

イ

ダ

ー

超

軽

量

動

力

機

ジ
ャ
イ
ロ
コ
プ
タ
ー

グ

ラ

イ

ダ

ー

ス
カ
イ
ダ
イ
ビ
ン
グ

熱

気

球

そ

の

他

ロード
走 行

オフロード
走 行 そ

の

他

オ
ー
ト
バ
イ
、ポ
ケ
バ
イ
ク

ゴ

ー

カ

ー

ト

自

動

車

オ
ー
ト
バ
イ
、モ
ト
ク
ロ
ス

小

型

雪

上

車

バ

ギ

ー

カ

ー

発生件数（件）５２３９３１５７１２７１４１８１６１５７４ ４ １６ ０ ２４３０１４ ３ ２ ２ １ １ ２ ４ ０ ２ ３ ７ １ ６４

死者・行方
不明者（人） １２７１３ ２ １４１５ ４ １ ２ １２ ８ ３ １ ０ １１ ２ ７ １ １ １ １ ０ １ ３ ０ １ ３ １ ０ １９

負 傷 者 ３２０８３ １ ４４１０ ４ ６ ２ ２ ３６ ９ １６ ０ ７ ２６ ６ １ １ ０ ０ ０ １ ４ ０ ４ ０ ７ １ ４９

無事救出者等 ３６３５５１３１１５２ ２８２７２４ １ ４４１４ ６ ０ ２２ ２ １ ２ ０ ２ ０ １ １ ０ ０ １ ０ １ ０ １

山岳救助訓練 山岳情報の提供（警察庁ホームページ）
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ものも多いことから，警察では，事故防止を呼び掛けるパンフレットの配布等により安全広

報に努めるとともに，レジャースポーツ現場におけるパトロール等を通じての指導，関係機

関・団体に対する事故防止指導等を推進している。

３ 雑踏警備

（１） 一般雑踏警備活動

平成１２年中，警察では延べ約５１万人の警察官を動員して，雑踏事故の防止に努めた。最近

５年間の雑踏警備実施状況は，表７－５のとおりである。１２年中は５件の雑踏事故が発生し，

死者１人，負傷者は２５人に上った。これらはすべて，山車，神輿等の運行に伴うものであっ

た。

警察では，行事の主催者，施設の管理者等に対して，行事の開催に関する警察等への事前

連絡の徹底，自主警備体制の強化，危険予防の措置，施設の改善等を要請するとともに，混

雑する場所等に警察官を配置し，雑踏事故の未然防止に努めている。

（２） 公営競技場の警備活動

平成１２年中の競輪場，競馬場等の公営競技場への総入場者数は，延べ約１億８，０００万人で

あった。警察では，公営競技をめぐる紛争事案や雑踏事故防止のため，延べ約８万９，０００人

の警察官を動員して警備に当たった。最近５年間の公営競技場の警備実施状況は，表７－６

のとおりである。

１２年中の公営競技をめぐる紛争事案の発生件数は２件で，その内容はレース結果及び競技

運営についての抗議形態のものであった。警察では，関係機関・団体に，自主警備体制の確

立，施設・設備の改善，酒類の販売等の自粛を要請しているほか，競技開催の都度，警察官

の派遣等により雑踏事故及び紛争事案の未然防止に努めている。

表７－５ 雑踏警備実施状況（平成８～１２年）

表７－６ 公営競技場警備実施状況（平成８～１２年）

年次
区分 ８ ９ １０ １１ １２

人 出（千人） ７５２，０６６ ７６７，６６３ ７４２，１５５ ７１０，１５２ ７１０，０１７

出動警察官数（千人） ５３０ ５３６ ５４２ ５１０ ５１３

年次
区分 ８ ９ １０ １１ １２

入 場 者 数（千人） １９４，９９９ ２１３，８４６ ２０４，２５７ １９４，７８７ １８０，７８１

出動警察官数（千人） ９０ ９５ ９１ ９１ ８９

－２１５－


